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県央交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（案） 
 

制定：平成 21年  月  日 
 
 
（目的） 
第1条  県央交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会（以下「協議会」という。）は、特

定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置

法（平成 21年法律第 64号。以下「法」という。）の規定に基づき、県央交通圏（以
下、「特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該特定地域の

一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化

を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。）が、

地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる地域計

画の作成等を行うために設置するものとする。 
 
（定義） 
第2条  この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。 
２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。 
３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業

者の組織する団体をいう。 
４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体を

いう。 
５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体

又は組織の代表者をいう。 
 
（実施事項） 
第 3条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。 
（１）地域計画の作成 
（２）次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整 

① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該事業

の関係者の招集 
② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な協力

の要請 
③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡調

整 
（３）特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げる

事項の協議 
① 協議会の運営方法 
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② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項 
 

（協議会の構成員） 
第 4条 協議会の構成員は、以下（１）から（６）の種別毎に次に掲げる者とし、任期は 

平成２４年９月３０日までとする。 
   （注）（１）～（５）は、法第８条第１項に規定する構成員、（６）は、法第８条第

２項に規定する構成員。 
（１）関東運輸局長又はその指名する者 
（２）関係地方公共団体の長 

①神奈川県知事又はその指名する者 
②平塚市長又はその指名する者 
③藤沢市長又はその指名する者 
④茅ヶ崎市長又はその指名する者 
⑤相模原市長又はその指名する者 
⑥秦野市長又はその指名する者 
⑦厚木市長又はその指名する者 
⑧大和市長又はその指名する者 
⑨伊勢原市長又はその指名する者 
⑩海老名市長又はその指名する者 
⑪座間市長又はその指名する者 
⑫綾瀬市長又はその指名する者 
⑬寒川町長又はその指名する者 
⑭大磯町長又はその指名する者 
⑮二宮町長又はその指名する者 
⑯愛川町長又はその指名する者 

（３）タクシー事業者等 
①社団法人神奈川県タクシー協会を代表する者 
②神奈川県個人タクシー協会を代表する者 
③東横交通株式会社 専務取締役 
④フジ交通株式会社 代表取締役 
⑤相模中央交通株式会社 代表取締役 
⑥相和交通有限会社 代表取締役 

（４）労働組合等 
①全神奈川ハイタク労働組合連絡会議を代表する者 

（５）地域住民 
①厚木商工会議所会頭又はその指名する者 
②相模原商工会議所会頭又はその指名する者 
③藤沢商工会議所会頭又はその指名する者 



 

-3- 

（６）その他協議会が必要と認める者 
①神奈川県警察本部交通部交通規制課長 
②神奈川県警察本部交通部駐車対策課長 
③神奈川労働局厚木労働基準監督署長 

     ④小田急電鉄株式会社交通サービス事業本部交通企画部課長 
 
（協議会の運営） 
第 5条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。 

２ 会長は、協議会を代表し協議会を開催するとともに、協議の場を総括する。 
３ 会長の任期は平成２４年９月３０日までとする。 
４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。 
５ 協議会には事務局を設置する。 
６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。 
７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。 
８ 事務局長の任期は平成２４年９月３０日までとする。 
９ 会長が必要と認めた場合には、構成員以外の者より協議会において意見を聴くこ

とができる。 
10 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおり
とする。 

（１）会長の選出を議決する場合 
法第 8条第 1項に掲げる協議会の構成員のうちタクシー事業者等及び労働組

合等は、それぞれ種別毎に 1個の議決権を与え、法第８条第１項及び第２項に
掲げる協議会の構成員のうち関係行政機関は、行政機関毎に１個の議決権を与

え、その他の構成員は、各自１個の議決権を与えることとし、議決は過半数以

上に当たる多数をもって行う。 
（２）設置要綱の変更を議決する場合 

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 
① 関東運輸局長又はその指名する者が合意していること。 
② 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意して

いること。 
③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者の特定地域内の営業所

に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事

業者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半

数であること。 
④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっている

タクシー事業者の特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計

が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事

業者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半
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数であること。 
⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意していること。 
⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。 
⑦ 法第 8条第 2項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意していること。 

（３）地域計画を議決する場合 
次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 
① （２）①から⑥までに掲げる要件を満たしていること。 
② 地域計画に合意したタクシー事業者の特定地域内の営業所に配置するタクシ

ー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両

の総台数の過半数であること。 
③ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意していること。 
④ 法第 8条第 2項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過半
数が合意していること。 

⑤ 法第 8条第 2項に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められた事
業の実施主体とされたものが合意していること。 

（４）（１）から（３）まで以外の議決を行う場合 
（１）の議決方法を持って決することとする。 

11 協議会は、定期的に開催することとする。 
また、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるものとし、協議会

の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとする。 
12 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、
議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。 

13 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。 
また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。 

 
（その他） 
第 6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要となる事項は、会長が

協議会に諮り定める。 
 



【資料２】

第１回
県央交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会

平成２１年１２月１４日
県央交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会事務局



Ⅰ．「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の
適正化及び活性化に関する特別措置法」

制定の背景と協議会の目的

－１－



１．「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の
適正化及び活性化に関する特別措置法」とは

１．「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の
適正化及び活性化に関する特別措置法」とは

－２－

特措法の概要
タクシーは、鉄道・バス等とともに、我が国の地域公共交通を形成する重要な公共交通機関である。
しかしながら、タクシー事業を巡っては、長期的に需要が減少傾向にある中、タクシー車両が増加していることなどにより、地域によっては、

収益基盤の悪化や運転者の賃金等の労働条件の悪化等の問題が生じており、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮すること
が困難な状況にある。

こうした状況において、平成２０年１２月１８日に交通政策審議会から「タクシー事業を巡る諸問題への対策について」が答申され、タクシ
の機能を維持、活性化するために現時点で必要と考えられる対策が示された。

本法律は、以上を踏まえ、所要の措置を講ずるものである。

特措法の骨子
① 特定地域の指定等

・国土交通大臣は、供給過剰等によりタクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮できていない地域
を「特定地域」として指定
（都道府県知事及び市町村長が、国土交通大臣に対して、特定地域の指定を行うよう要請することも可能）

② 特定地域の協議会による地域計画の作成及び実施
・特定地域において、地域のタクシー事業の関係者は、協議会を組織し、特定地域におけるタクシー事業の

適正化及び活性化を推進するための計画（「地域計画」）を作成することができる
・地域計画で定めるべき事項：タクシー事業の適正化及び活性化の推進に関する基本方針（地域計画の目

標、目標達成のための事業等）

③ 特定事業計画の作成
・特定地域のタクシー事業者は、単独で又は共同で、地域計画に即したタクシー事業の適正化及び活性化

に資する取組み（「特定事業」）を実施するための計画（「特定事業計画」）を作成し、国土交通大臣の認定
を受けることができる

・特定事業計画には、事業譲渡、合併、減車等（「事業再構築」）について定めることができる

④ 特定地域における道路運送法の特例
・特定地域において、増車を行おうとする場合は、国土交通大臣の認可を受けなければならない

協議会の設置

協議会による
地域計画の作成

タクシー事業者による
特定事業計画の作成

事業
再構築特定事業

国土交通大臣の認定

公取委と調整

<特定地域>



２．特措法制定の背景２．特措法制定の背景

－３－

タクシー需要 ： 輸送人員の長期的な減少
タクシー供給 ： Ｈ１４年２月「道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律」施行による参入

規制撤廃等を契機に、過剰な輸送力の増加、過度な運賃競争へ

タクシー市場の供給過剰・運賃競争

諸問題の発生

地域公共交通機関としての機能不全
・タクシー車両による道路混雑（交通問題、環境問題、都市問題）
・タクシー事業者の収益基盤悪化
・運転者の賃金等の労働条件悪化
・サービスの質の低下
・法令違反、事故件数の増加 等・・・

タクシー事業の適正化・活性化に向けた動きへ
国の動き ： Ｈ１８年８月に東京地区のタクシー運賃改定申請がなされ、物価安定政策会議における審議が開始したが、

その中で、タクシー事業のあり方に関する問題提起がなされた。これを契機として、国交省の「交通政策審
議会」に「タクシー事業を巡る諸問題に関する検討ＷＧ」が設置された

業界団体の動き ： 全タク連第三者委員会「安全・安心なサービスを提供するためのタクシー事業制度の研究会」設置、

署名運動等の実施 等・・・



Ｈ14.2 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律施行→参入規制の撤廃
Ｈ18.6 長野Ａ，Ｂ地区、大分が運賃改定申請（Ｈ19.4実施）
Ｈ18.8 東京特別区、武蔵野、三鷹地区が運賃改定申請
Ｈ19.12 同地区の運賃改定実施

国土交通大臣から「運賃改定を契機として提起されたタクシー事業を巡る諸問題について」諮問
→以下の交政審WG設置

Ｈ20.2 交通政策審議会「第1回タクシー事業を巡る諸問題に関する検討WG」
（以下、交政審WG）開催

H20.3 全タク連「第1回安全・安心なサービスを提供するためのタクシー事業制度の研究会」
（以下、全タク連第三者委員会）開催

H20.7 第8回交政審WGにおいて中間報告
※利用者ニーズに合致したサービス提供、供給過剰への対策、過度な運賃競争への対策等が盛り込まれる

特定特別監視地域の指定（全国109営業区域）
H20.9 規制改革会議公開討論会

「リーマンショック」を契機に世界同時不況へ
H20.11 全タク連第三者委員会による「安全・安心なサービスを提供するためのタクシー事業制度に対する

提言」
H20.12 全タク連、全個連、労働4団体が「適正台数、同一地域同一運賃」を求めた署名・要請文を国土交

通大臣、自民党、民主党等に提出
交政審WGによる答申を国土交通大臣に提出

H21.2 特措法が閣議決定
H21.6 衆議院本会議、参議院本会議において全会一致（反対票ゼロ）で可決

特措法 公布
H21.10 特措法 施行

特措法制定の経緯

－４－



３．協議会設置の目的３．協議会設置の目的

－５－

第七条
国、地方公共団体、一般乗用旅客自動車運送事業者等その他の関係者は、特定地域における一般乗用旅客自動

車運送事業の適正化及び活性化を推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

関係者相互の連携及び協力について

協議会の設置について

第八条
特定地域において、地方運輸局長、関係地方公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、一般乗用旅客

自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第一項に規定する地域計画の作
成、当該地域計画の実施に係る連絡調整その他当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及
び活性化の推進に関し必要な協議を行うための協議会（以下単に「協議会」という。）を組織することができる。

２ 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。
一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者
二 学識経験を有する者
三 その他協議会が必要と認める者



４．協議会とは４．協議会とは

－６－

○ 協議会は、地域計画の策定主体となるものであり、計画実施に係る関係者間の連絡調整を行うなど、

特定地域におけるタクシー事業の適正化・活性化を推進するうえでの中心的な役割を担うもの
○ 地域の多様な関係者が積極的に協議会に参画し、共有の認識の下、タクシー事業の適正化・活性化

に関する取組みを総合的かつ一体的に取組んでいくことが期待される

基本的な考え方

構成員

○ 地方運輸局長、関係地方公共団体の長、タ

クシー事業者・団体、地域住民のほか、必要に
応じて他の公共交通事業者、地元企業、学識
経験者等を構成員に含めることが望ましい

○ また、協議事項に関係する関係行政機関（都

道府県労働局又は労働基準監督署、都道府県
公安委員会など）の参画を得ることも重要

○ 協議会運営の透明性・実効性等を確保する

観点から、協議会における意志決定の方法等
に係る規約を定め、適切に協議会を運営する
ことが望ましい

○ 協議会運営の効率化や他の計画との整合性

の確保を図る観点から、地域公共交通活性化・
再生法に基づく協議会等と合同で協議会を開
催することも考えられる

記載事項に関する留意点事項



Ⅱ．タクシー事業の現況

－７－



タクシーは、鉄道、バス等とともに、我が国の地域公共交通を形成する重要な公共交通機関であり、地域社会に密着

したドア・ツー・ドアの個別輸送、観光立国に対応する観光タクシー及び高齢化社会に対応する福祉輸送等あらゆる側

面を持ち、一人一人の利用者のニーズにきめ細かく、なおかつ柔軟に対応することができる乗り物である

乗合タクシー
乗合バス等では対応

が困難な地域や時間帯
等において足の確保を
行うタクシー・デマンドタ
クシー等

個人タクシー

優秀適格者のみ許可

され、高水準のサービス
を提供するタクシー

一般タクシー

流し、駅待ち及び無線

等により利用者の対応を
するタクシー

福祉タクシー

身体障害者及び高齢

者等のニーズにあわせ、
車イスや寝台のまま乗
ることができるタクシー

観光タクシー

定まっている観光

ルートを低運賃にて周
遊することができるタク
シー

１．一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）とは１．一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）とは

－８－



事業運営面

参入面等（特定地域）

○○ 新規参入（営業区域ごとの許可）新規参入（営業区域ごとの許可）
・輸送の安全確保に必要な体制・能力の審査（例：車庫・休憩仮眠施設、教育・指導体制等）
・事業を適確に遂行するに足る能力の審査（例：資金計画、法令知識、損害賠償能力、最低保有車両数等）
・欠格事由（過去２年以内に事業許可の取消処分を受けていること等）に該当しないこと

○○ 事業計画の変更（営業区域の拡大・増車等：認可、事業計画の変更（営業区域の拡大・増車等：認可、 減車等：事前届出）減車等：事前届出）
○○ 著しく供給過剰となった場合の緊急調整措置（新規参入、増車を停止）著しく供給過剰となった場合の緊急調整措置（新規参入、増車を停止）

• 運行管理者の選任
• 整備管理者の選任
• 運輸安全マネジメントの実施

組織体制

• 運転者の選任に当たっ
ての諸規制
（研修の義務付けなど）

運転者 • 点呼の義務付け
• 運転者の拘束時間の制限
• 運行記録計による速度等
の記録義務付け

運行

運賃面

○○ 認可制認可制
・能率的な運営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの（総括原価主義）
・特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと
・他の事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないこと

運送引受義務

タクシー事業者は一定の場合（公序良俗に反する場合、天災の場合等）を除き、運送の引受けを拒絶してはならない。

タクシー業務適正化特別措置法に基づく措置

東京地域・神奈川地域の一定地域（指定地域）では、認定講習を終了するなど一定の要件を満たし、国土交通大臣の登録を受けた者
でなければタクシーの運転者として乗務させてはならない。

• 運送約款（認可制・標準約款制）
• 区域外運送の禁止（発地及び着
地のいずれもが営業区域外に存
する旅客運送の禁止）

輸送サービス

－９－

２．タクシー事業に関する現行制度の概要２．タクシー事業に関する現行制度の概要



Ⅲ．神奈川のタクシー事業の現況

－１０－
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－1１－

事業者数、車両台数も増加



平成１９年タクシー運転者と全産業労働者における年間所得の比較（男性）
２．県央交通圏タクシー事業者数・車両数

－１２－

２，３７１１２６２，２４５５４平成14年3月末

２，６９１３４２２，３４９５５平成21年9月末

車両数事業者数
タクシー計個人タクシー

法人タクシー



平成１９年タクシー運転者と全産業労働者における年間所得の比較（男性）
３．県央交通圏の法人タクシーの輸送実績の推移

－１３－
資料：神タ協調べ

走行キロ（km）（1日あたり）
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平成１９年タクシー運転者と全産業労働者における年間所得の比較（男性）
３．県央交通圏の法人タクシーの輸送実績の推移

－１４－ 資料：神タ協調べ

1回あたり利用キロ（km）

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

13 14 15 16 17 18 19 20 年度

運送収入（１日あたり）

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

13 14 15 16 17 18 19 20 年度

（円）



平成１９年タクシー運転者と全産業労働者における年間所得の比較（男性）
４．神奈川県のタクシー運転者と全産業労働者における年間所得の比較

－１５－

年間所得の推移

0

100

200

300

400

500

600

700

13 14 15 16 17 18 19 20 （年）

（万円）

全産業

タクシー

全産業平均と比べ所得は低い水準

月間給与 年間給与 年間賞与 平均年収

全 産 業 40.69 488.28 124.55 612.83 181

タ ク シ ー 27.46 329.52 24.70 354.22 193

格 差 △ 13.23 △ 158.76 △ 99.85 △ 258.61 12

神奈川県

賃金水準（万円）
月間労働時間

平成２０年年間賃金水準、労働時間（男）

資料：厚生労働省：平成２０年賃金構造基本統計調査



平成１９年タクシー運転者と全産業労働者における年間所得の比較（男性）
５．県内の交通事故（人身事故）の推移
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－１６－ 神タ協会調べ（資料：神奈川県警）



平成１９年タクシー運転者と全産業労働者における年間所得の比較（男性）
６．神奈川県のタクシー運転者と全産業労働者の平均年齢の推移

－１７－

神奈川県内の就労平均年齢
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資料：厚生労働省：平成２０年賃金構造基本統計調査



平成１９年タクシー運転者と全産業労働者における年間所得の比較（男性）
７．県央交通圏の苦情件数の推移

－１８－
資料：神奈川運輸支局調べ
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乗車拒否
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迂回運行

その他

※その他に含まれる内容は、交通マナー、喫煙マナーなど。



Ⅵ．地域計画

－１９－



１．地域計画の基本的な考え方１．地域計画の基本的な考え方

－２０－

○ 地域計画は、特定地域における地域公共交通としてのタクシーのあり方に関する基本

的な方向性を示し、タクシー事業の適正化・活性化に向けた地域の総合的な取組を定め
るもの

○ 地域計画の策定に当たっては、協議会において地域の輸送ニーズやタクシー事業の実

情を十分に把握し、それらに的確に対応した取組みを定めることが必要

○ この際、特定地域においては、供給過剰の進行や過度な運賃競争により地域公共交通

としてのタクシーの機能が低下していることに留意し、地域の実情に応じて、供給過剰の
解消や過度な運賃競争の回避、運転者の労働条件の改善・向上、タクシー車両による
交通問題の解消のための対策について定めることが求められる



２．地域計画で定めるべき事項２．地域計画で定めるべき事項

① タクシー事業の適正化・活性化の推進に関す
る基本的な方針

○ 協議会における関係者間の共通認識の形成に資する

ものとして、地域におけるタクシーの位置付け・役割、
タクシー事業を巡る現状の分析・取組みの方向性等に
ついて、可能な限り具体的に記載

○ タクシー事業を巡る現状分析・取組みの方向性を定め

る際には、地方運輸局長が提示する当該地域において
適正と考えられる車両数を適切に斟酌することが重要

②地域計画の目標

特定事業等の前提となる目標として、次の事項を参考
にしながら地域の実情に即した目標を設定

（１）タクシーサービスの活性化

（２）事業経営の活性化、効率化
（３）タクシー運転者の労働条件の悪化の

防止、改善・向上
（４）タクシー事業の構造的要因への対応

（５）交通問題、環境問題、都市問題の改善
（６）供給抑制
（７）過度な運賃競争への対策

③ 地域計画の目標を達成するために行う特定事業その
他の事業

（１）利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供
（２）情報通信技術の活用による運行の管理の高度化
（３）利用者の利便の増進に資する乗り場の設置及び運営
（４）事業用自動車の適正な運行の確保に資する装置等

の導入
（５）事業用自動車の運転者等に対する講習等の実施
（６）利用者からの苦情、問い合わせ等に迅速かつ適切に

対応するための体制の整備
（７）他の公共交通機関との乗り継ぎの円滑化に資する措

置の実施
（８）事業用自動車の集中により発生する駅前、繁華街等

における渋滞を解消するための措置の実施
（９）低公害車の導入等による事業活動に伴う環境への負

荷の低減
（10）事業用自動車の運転者の労働条件の改善その他の

労働環境の整備
（11）利用者の需要に対応したサービスの提供
（12）利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施
（13）輸送需要に関する調査の実施

④ ①②③で定める事項のほか、地域計画の実施に関し
当該協議会が必要と認める事項

－２１－





【資料３】

神奈川県タクシー協会

特定特別監視地域における
タクシー事業構造改善計画

～県央交通圏～



構造改善計画の背景と目的

■背景

◆ 輸送需要の低迷による経営環境の悪化
・景気の低迷（実車率の減少）

◆ 供給拡大による労働条件の悪化
・車両の増加 ・長時間労働

改善のための目的

■目的

利用回復に向け
◆ 利用者ニーズに即したサービスの提供及び質の向上のための取組が必要

・様々な視点（利用者・事業者・運転者等）より計画を策定

－１－



Ⅰ 利用者サービス改善等によるタクシーの需要喚起に関する事項

◆タクシーサービスの充実・向上
・禁煙車の完全実施
・ニーズに即した観光タクシールートの検討
・企業、ホテル等とのチャーター契約の拡大
・救援、救急タクシーの拡大
・デジタルＧＰＳ－ＡＶＭ車載機器搭載による計画配車
・各種クレジットカード対応車載機器の拡大
・福祉向上のため点字シール（社名・車番・電話番号）の表示
・福祉割引の促進
・社会的協力の継続（子供１１０番、ＳＯＳ防犯タクシー、不法投棄通報タクシー等）

◆サービス向上のための研修
・運転者のマナー向上研修の充実
・高齢社会に対応するためのケア輸送サービス研修への参加要請

◆利用者への情報提供の充実
・協会及び事業者ホームページの拡大及び充実
・モニター制度の充実及び活用

◆乗り場の整備
・利用者利便向上のため計画的に上屋、ベンチ、乗り場案内板を整備

－２－



Ⅰ 利用者サービス改善等によるタクシーの需要喚起に関する事項

◆苦情処理体制の充実・整備
・タクシーセンターＨＰにて苦情及び忘れ物への対応の充実
・タクシー車両内の掲示等の徹底

◆運行の効率化・環境対策等
・低公害車両への代替え等の促進
・デジタル無線による効率的な配車による空車運行の減少

◆安全対策
・全国交通安全運動等の啓発
・ドライブレコーダー導入の促進
・デジタルタコメーター等による安全運行管理の強化

－３－



Ⅱ 運転者の労働条件の改善に関する事項

◆時間外労働の短縮
・運行管理の徹底
・シフト交番等の見直し

◆乗務員の安全及び健康確保の推進
・ドライブレコーダーや防犯カメラ等の導入推進
・健康診断項目の充実
・職場の福利厚生施設の充実

Ⅲ 違法・不適切な経営の排除に関する事項

◆法令遵守のための情報提供、労務相談、指導助言の強化

◆運転者登録制度活用による悪質運転者の排除

◆繁華街等における街頭指導の推進及び強化（タクシー業務適正化事業の強化）

－４－



Ⅳ その他必要と認められる事項

◆タクシー事業適正化推進懇談会の活用

◆子育て支援団体との協力体制の構築

◆自主的減車の検討

◆若年層等の新規登録運転者の積極的な採用による労働力の活性化

－５－



適正と考えられる県央交通圏の車両数について

【資料４】



適正と考えられる車両数の算定について適正と考えられる車両数の算定について

○需要量の算定 

   次式により推定。 

 

 需要量 

  ＝平成２０年度の総実車キロ×２０年度の総実車キロの対前年度比 

 

○適正と考えられる車両数の算定 

   次式により行う。 

 

 適正と考えられる車両数 

  ＝需要量÷（過去５年間の平均総走行キロ×平成１３年度の実車率÷過去５年間の平均延実働車両数）   

÷３６５÷実働率（※） 

※実働率については、「９０％」、「平成１３年度実績値（９４％）」及び「８０％」を適用してそれぞれ算出 

 ※「平成１３年度実績値の実車率」を適用する理由 

  過去の需給調整時における「需要量に対して適正な車両数の算定」においては、「直近年度の実車率」の指標により算出していたところで 

 あるが、平成２０年度実績値は輸送需給のバランスが崩れ、供給過剰と判断されるような１日１車当たりの営業収入等が極端に減少しており 

 適当ではないと考えられる。 

 

①実働率「９０％」を適用した場合・・・・・・・・・・・・・・ 算定結果 約２，０５０両 

②実働率「平成１３年度実績値（９４％）」を適用した場合・・・ 算定結果 約２，０００両 

③実働率「８０％」を適用した場合・・・・・・・・・・・・・・ 算定結果 約２，３００両 

〈参 考〉 
  平成２０年７月１１日現在の車両数 ２，５０９両 

  平成２１年９月３０日現在の車両数  ２，３４９両 


